様式第2号（第23条関係）
繰　越　見　積　書（継続費）
（年　度）　　　　　　　　
（会計名）　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(その1)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (　何々　)　　　　課
　　　　　　　　（単位：千円）
	科目
	事業名
	支出予算現計額
	左の財源内訳
	年度内支出見込額
	左の財源内訳
	翌年度繰越額
	左の財源内訳
	繰越の
理由
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注　1　本調書は財政担当課長の指定する期日までに提出すること。また、財政担当課長は、提出された本調書を審査し町長の決定を受けること。
　　2　繰越の決定をしたときは、財政担当課長は会計管理者及び当該課長等に通知すること。
　　3　財源内訳は、目ごとに記載すること。




繰　越　見　積　書（繰越明許費）
（年　度）　　　　　　　　
（会計名）　　　　　　　　
(その2)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (　何々　)　　　　課
　　　　　　　（単位：千円）
	科　　目
	事　業　名
	歳出予算額
	年度内支出
見　込　額
	翌　年　度
繰　越　額
	左　の　財　源　内　訳
	繰越使用を必
要とする理由

	款
	項
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注　1　本調書は、財政担当課長の指定する期日までに提出すること。また、財政担当課長は、提出された本調書を審査し町長の決定を受けること。
　　2　繰越の決定をしたときは、財政担当課長は会計管理者及び当該課長等に通知すること。



繰　越　見　積　書（事故繰越し）
（年　度）　　　　　　　　
（会計名）　　　　　　　　
(その3)
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注　1　本調書は、財政担当課長の指定する期日までに提出すること。また、財政担当課長は、提出された本調書を審査し町長の決定を受けること。
　2　財源内訳は、目ごとに記載すること。
3　繰越しの決定をしたときは、財政担当課長は会計管理者及び当該課長等に通知すること。

